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△ 所得税の源泉徴収

Q :私は、従業員10名ほどの会社の経理

を担当していますが、先日、従業員の1人か
ー

わ 、 今月より源泉税を差し引かず、給料の全

額を支給してほしいとの申し出がありました。

そのとおりに全額支給してもよいでしょうか。

A:従業員からの申し出は認められず、会
社が必ず源泉税の徴収をしなければなりませ

ん 。

【解説】

所得税法では、給与等の源泉徴収の対象と

なる所得を支払う者は、その支払いにかかる

金額に対する所得税の源泉徴収をしなければ

ならないこととされています。この源泉徴収

をしなければならない者のことを源泉徴収義

務者といいます。

源泉徴収義務者は、源泉徴収の対象となる

所得を支払う者のすべてがなりますから、そ

れが会社である場合はもちろん、個人事業者、

人格のない社団・財団

であ つ

、 組合、学校、官公庁

ても、原則として源泉徴収義務者にな

ります。

しかし、徴収事務の負担を考慮して、常時

2人以下の家事使用人のみに対して給与等の

支払いをする者に対しては、源泉徴収義務が

免除されています。

今回、従業員の方からの申し出は、自分で

税務署に確定申告に行くので、源泉徴収はし

な いでほしい 、 とのことだと思われますが、

ご質問の場合は、家事使用人に対する給与で

はありませんので、源泉徴収義務者として所

得税を源泉徴収しなければなりません。
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